
 
ベビーカー利用に関する周知について 

 
１.個人面談（無事故の心得） 
・対象者：全運転士 

・実施時期：毎月 

・「無事故の心得」を毎月一人ひとりに配布し、輸送の安全に関するタイムリーな法令の改正や、事故・飲

酒関係の他社事例などに基づいた情報の共有と教育を個人面談形式で実施。 

⇒5 月号に「ベビーカーを利用されるお客様の対応と周知について」で面談 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２.通達  
・対象者：全運転士 

・実施時期：適宜 

・輸送の安全に関するタイムリーな法令の改正や、事故・飲酒関係の他社事例などに基づいた情報の共有

と周知を営業所に書面を掲示。 

⇒2016 年 5 月 2 日付で掲示  ※資料② 

 

 

３.車内広告  
・対象者：お客様 

・実施時期：通年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料１（別紙２・別添） 

個人面談資料 

※資料① 



 
４.車内デジタルサイネージへのご乗車方法掲示  
・対象者：お客様 

・実施時期：5月 2日～5月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
５.車内へのご乗車方法掲示  
・対象者：お客様 

・実施時期：通年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ステッカー 
：ご乗車方法について 
※資料④ 

ベビーカー固定ベルト 

 
液晶広告 
：ご乗車方法について 
※資料③ 



 
６. ＨＰへのご乗車方法掲載  
・対象者：お客様 

・実施時期：通年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料① 
 
３．ベビーカーを利用されるお客様の対応と周知について 

バリアフリー化の進展に伴いお子様連れでの外出が増加し

てきた結果、公共交通機関等でのベビーカー利用に関するトラ

ブルも増加しています。 

このため、国土交通省のベビーカーを利用しやすい環境を

つくるための協議会で検討した結果、公共交通機関でのベビー

カーの安全な利用方法を定めるとともに、周囲への協力を啓発

する統一的な「ベビーカーマーク」が公表されました。 

当社では昨年、路線バス全車の車椅子優先座席へ、ベビー

カーの固定ベルトを取り付けましたが、ベビーカーご利用のお

客様が安全にご乗車いただくための周知啓発をいっそう図るた

め、全車両へステッカーを設置します。 

趣旨をご理解いただき、車内環境の維持に努めていただきますようお願いします。 
 

参考：「公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会とりまとめ」（バス関連の要約抜粋） 

①ベビーカーの折りたたみについて 

公共交通機関でベビーカーを折りたたまずに使用できることを基本とする。 

②ベビーカー利用者への「安全な使用」のお願いについて 

・車内では進行方向後ろ向きに固定ベルトで固定すること。 

・必ず車輪のストッパーをかけ、手を添えて目を離さないようにすること。  

・お子様の肩と腰のシートベルト着用のこと。 

③第三者への「ベビーカー利用への理解・配慮」に関するお願いについて 

第三者のサポートなど、温かい気持ちで接すること等、周囲の協力とお願いを周知啓発する。 

④車椅子スペースの活用について 

公共交通機関等でベビーカー使用者が安心して利用できるスペースについては、既に設置されている車椅子スペース

を活用するよう努める。（ベビーカーマークで明示） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ノンステップ・ワンステップのベビーカー固定ベルト設

○ベビーカー固定ベルトの固定方法 

③ ④ ② ① 



資料② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料③ 
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